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宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課 

 

 

１．ワンストップ特例制度の概要 
ワンストップ特例制度とは，寄附金控除の申告を簡素化した特例制度です。 

確定申告の不要な給与所得者等が自治体への寄附を行う場合，寄附先に特例の適用に関する

申請書を提出することで，確定申告を行わなくても，寄附金控除を受けることができます。 

 

２．ワンストップ特例制度を利用できる方 
・確定申告が不要な個人の方 

（※給与所得が 2,000 万円を超える方，寄附金控除以外の医療費控除等を受ける方等は 

  確定申告が必要です。） 

・寄附先が 5自治体以内の方 

 

３．手続きの方法 

 特例制度の適用を受けるには，申告特例申請書の提出が必要です。 

 以下，宮城県災害復興寄附金でワンストップ特例制度を利用する場合の手続きです。 

①寄附申込書の「ワンストップ特例制度の利用希望」欄で「希望する」を選択してください。 

②復興・危機管理総務課から申告特例申請書と返送用封筒を送付します。 

③申告特例申請書に必要事項を記入・押印し，返送用封筒に切手を貼付の上，原本を 

宮城県復興・危機管理総務課宛て郵送してください。 

【郵送先住所：〒980-8570（住所記載不要）宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課】 

 （※複数回寄附を行う場合は，寄附の都度，申告特例申請書の提出が必要です） 

④申告特例申請書の写しに復興・危機管理総務課受領印を押印し，控えとして御寄附いただ

いた方へ送付します。 

 

 

 

※裏面に注意事項がありますので，必ずご確認ください 

寄 附 者

宮城県（復興・危機
管理総務課）

①寄附申込書を復興・危機管理総務課へ送付・
寄附金を入金

②寄附金の入金を確認の後，申告特例申請書
を寄附者へ送付

③申告特例申請書に必要事項を記入・押印し，復興・危機管理総
務課へ送付

④申告特例申請書の写しに受領印を押印し，寄附者へ送付

（原本）

申告特例申請書

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~㊞
~~~~~~~~~~~~~~~~

申込書
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~

~~~~~~希望する

申告特例申請書

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~

（写し）

申告特例申請書

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~㊞
~~~~~~~~~~~~~~~~

受領印
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４． ワンストップ特例制度に関する注意事項（Ｑ＆Ａ） 
 

（特例制度の適用範囲） 

Ｑ１ 平成 27年 1月 1日から 3月 31 日した寄附についても対象になるのか。 

Ａ１ ワンストップ特例制度は，平成 27 年 4 月 1日以降に行う寄附が対象となります。 

平成 27 年 1 月 1 日から 3 月 31 日までに寄附を行っている方で，平成 27 年中の寄附全てについ

て控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。 

（寄附金控除の内訳） 

Ｑ２ ワンストップ特例制度により控除される税金は何か。 

Ａ２ ワンストップ特例制度の適用を受ける方は，所得税からの控除は発生せず，寄附を行った

翌年の 6月以降に支払う住民税から所得税の控除相当額が控除されます。そのため，所得税控除

による還付を希望される場合は，確定申告を行う必要があります。 

（申請がなかったものとみなされる場合） 

Ｑ３ 特例制度を申請したものの，適用条件から外れてしまった場合はどうなるのか。 

（例：寄附金控除以外で確定申告が必要となった場合，6 自治体以上に寄附した場合等） 

Ａ３ ワンストップ特例制度を申請したものの，適用条件から外れている場合は，特例制度の申

請がなかったものとみなされます。そのため，寄附金控除を受けるためには確定申告を行う必要

があります。申告漏れに御注意ください。 

【お問い合わせ】 

宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課 

宮城県災害復興寄附金担当 

 TEL：022-211-3433 

 FAX：022-211-3881 

 E-mail：fkikie@pref.miyagi.lg.jp 


